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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頂板(41)をスライド可能に形成した本体(21a) と、該本体(21a) 上面を開閉可能に設け
た蓋体(21b) とで内部に収納室(R) を画成し、本体(21a) 上面を開閉可能な係止板(21c) 
を蓋体(21b) と併設し、収納室(R) 内の粉体を吸口(20)から吸引する如く構成した吸引式
の粉体投与器(B) に使用する粉体用容器(A) であって、粉体を収納する収納皿部(2) を凹
設した基板(3) と、収納皿部(2) の開口部を閉塞して基板(3) 上に剥離可能に固着した蓋
板(10)と、蓋板(10)の先端部に延設した挟持部(e) とを備え、引き出した頂板(41)に凹設
された嵌合凹部(23)に収納皿部(2) を挿入或いは嵌合させるとともに、蓋板(10)より起立
させた挟持部(e) を蓋体(21b) と係止板(21c) との間に挟持した状態から、本体(21a) に
対して頂板(41)を押し込むことで、蓋板(10)が剥離しつつ収納凹部(2) が収納室(R) 内に
移行することを特徴とする粉体用容器。
【請求項２】
　前記基板(3) を積層構造で構成してなる請求項１に記載の粉体用容器。
【請求項３】
　前記挟持部(e) が、蓋板(10)先端部より延設した蓋板延長部(10b) と、該蓋板延長部(1
0b) 裏面に固着した保護板部(7) とで構成してなる請求項１又は請求項２のいずれか一項
に記載の粉体用容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は粉体用容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬粉の投与方法として、カプセル内に充填された薬粉を吸引式の投与器具により吸入す
る方法（例えば、特許文献１参照）が提案されており、或いはブリスタパックに収納した
薬粉を吸入式投薬器により吸入する方法（例えば、特許文献２参照）が提案されている。
　　　
【０００３】
　前者は、粉末化された医薬の投与器具であって、粉末化医薬を含有するカプセルを穿孔
するための手段を備えたハウジングと、カプセルを収容するのに適し、その内部でカプセ
ルが自由に回転して、粉末化医薬を放出することが可能な、概ね円筒形の収納室と、それ
を通過して粉末化医薬が収納室から吸引されることができる口金とからなり、前記収納室
には、円筒形の側壁の周囲に間隔を置いて、３個の空気インレットが取り付けられている
。
【０００４】
　また、後者には、膨出部が形成された底板と、該底板の表面側に設けられ前記膨出部を
閉塞して薬粉収容部を画成する蓋板とからなり、前記膨出部を貫通して穿設される流入穴
と流出穴との間に絞り通路を設けたブリスタパックが示されている。また、このブリスタ
パックを使用する吸引式投薬器として、投薬器本体のホルダ装着溝に着脱可能にして回転
可能に円板状のホルダを装着し、該ホルダの表面に設けた嵌合凹部にブリスタパックを装
着する如く構成し、投薬器本体には穴あけ具を押し込み可能に設けており、この穴あけ具
により所定位置のブリスタパックを破断する如く構成し、更に、ブリスタパックを破断し
た破断部分と連通する流入側通気路及び流出側通気路を備え、流出側通気路先端に連通す
る吸入口から吸引する如く構成したものが示されている。
【特許文献１】特表平３－５０５６７９号公報
【特許文献１】特開２００１－１６１７８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した従来のカプセル或いはブリスタパックを使用する投与器具或いは吸引式投薬器
は、いずれもカプセル或いはブリスタパックを穿孔することにより開封して収納薬粉を吸
引する如く構成されている。そのため部分的にしか収納部を開口することが出来ず、また
、穿孔した部分の壁部が内部にバリ状に押し込まれてそれらが薬粉の吸引時の障害物とな
って収納薬粉の吸引効率を低下させる虞れがあり、また、吸引効率を高めるためには吸引
時間を長くしなければならないという問題が生じる。
【０００６】
　本発明は上記した点に鑑みてなされたもので、短時間で効率の良い粉体の吸引を行える
粉体用容器を提案することを目的とするものであり、また、その構造も簡単であり、製造
容易で安価に得られる粉体用容器を提案することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の手段として、頂板41をスライド可能に形成した本体21a と、該本体21a 上面を開
閉可能に設けた蓋体21b とで内部に収納室Ｒを画成し、本体21a 上面を開閉可能な係止板
21c を蓋体21b と併設し、収納室Ｒ内の粉体を吸口20から吸引する如く構成した吸引式の
粉体投与器Ｂに使用する粉体用容器Ａであって、粉体を収納する収納皿部２を凹設した基
板３と、収納皿部２の開口部を閉塞して基板３上に剥離可能に固着した蓋板10と、蓋板10
の先端部に延設した挟持部ｅとを備え、引き出した頂板41に凹設された嵌合凹部23に収納
皿部２を挿入或いは嵌合させるとともに、蓋板10より起立させた挟持部ｅを蓋体21b と係
止板21c との間に挟持した状態から、本体21a に対して頂板41を押し込むことで、蓋板10
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が剥離しつつ収納凹部２が収納室Ｒ内に移行することを特徴とする。
【０００８】
　前記収納皿部２の形状としては種々採用できるが、球面状の凹部形態のものが好ましい
。また、基板３及び蓋板10及び帯板部10a は、合成樹脂の単独フィルム又はシート或いは
合成樹脂の積層フィルム又はシート或いは合成樹脂と金属との積層フィルム又はシート等
により形成することができる。また、基板３に蓋板10を剥離可能に固着する手段としては
、融着或いは接着剤，粘着剤による貼着等の適宜手段を採用することができる。
【００１２】
　第２の手段として、前記第１の手段に於いて、前記基板３を積層構造で構成した。
【００１４】
　第３の手段として、前記第１の手段又は第２の手段のいずれか一つの手段に於いて、前
記挟持部ｅが、蓋板10先端部より延設した蓋板延長部10b と、該蓋板延長部10b 裏面に固
着した保護板部７とで構成した。
【発明の効果】
【００１８】
　前記基板３を積層構造で構成した場合には、その表面の層を形成する樹脂を適宜選択で
きるため、蓋板10との剥離性の良い樹脂の選択や、密閉性のよい蓋板10の固着ができる樹
脂の選択を行える。
【００１９】
　本発明の粉体容器は、頂板41をスライド可能に形成した本体21a と、該本体21a 上面を
開閉可能に設けた蓋体21b とで内部に収納室Ｒを画成し、本体21a 上面を開閉可能な係止
板21c を蓋体21b と併設し、収納室Ｒ内の粉体を吸口20から吸引する如く構成した吸引式
の粉体投与器Ｂに使用する粉体用容器Ａであって、粉体を収納する収納皿部２を凹設した
基板３と、収納皿部２の開口部を閉塞して基板３上に剥離可能に固着した蓋板10と、蓋板
10の先端部に延設した挟持部ｅとを備え、引き出した頂板41に凹設された嵌合凹部23に収
納皿部２を挿入或いは嵌合させるとともに、蓋板10より起立させた挟持部ｅを蓋体21b と
係止板21c との間に挟持した状態から、本体21a に対して頂板41を押し込むことで、蓋板
10が剥離しつつ収納凹部２が収納室Ｒ内に移行することを特徴とするものであり、短時間
で効率良く収納粉体を使用できる利点がある。また、その粉体投与器への取り付け及び開
封も極めて容易であり、取り扱い上も極めて便利となる。また、蓋板10先端部より延設し
た蓋板延長部10b と、該蓋板延長部10b 裏面に固着した保護板部７とで前記挟持部ｅを形
成すれば、挟持部分が充分な肉厚となり、その固定がより確実に行えて外れる等の不都合
をより確実に防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施例の形態を図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１乃至図３は本発明の粉体用容器Ａの一例を示すもので、図４及び図５に一例を示す
如き収納室Ｒ内の粉体を吸口20から吸引する如く構成した吸引式の粉体投与器Ｂに使用す
る。
【００２２】
　粉体用容器Ａは、粉体を収納する収納皿部２を凹設した基板３と、前記収納皿部２の開
口部を閉塞して基板３上に剥離可能に固着した蓋板10とを備えている。前記蓋板10の先端
に蓋板10を剥離するための帯板部10a を延設している。この帯板部10a は、折り返し状態
で、装着した粉体投与器Ｂの外方へ先端を突出する如く構成している。また、前記収納皿
部２を前記収納室Ｒ内に収納した状態で粉体投与器に係合させる係合部４を設けている。
【００２３】
　図示例では、基板３は縦長矩形状をなし、中央部に半球状の収納皿部２を凹設しており
、その後方位置に陥没状態で平面視四角形状の係合部４としての係合凸部4aを突設してい
る。また、蓋板10は、前記収納皿部２の開口部を閉塞して基板３上面に剥離可能に固着さ
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せており、その先端に蓋板10と同じ幅の帯板部10a を延設している。また、基板３の上面
の先端部を除いた部分に蓋板10を剥離可能に固着させている。そして、図３に示す如く、
蓋板10の先端縁より後方へ帯板部10a を折り返した際に基板３後端縁より後方へ所定の長
さ突設する如く構成している。ここでいう所定の長さは、前記した粉体投与器Ｂに装着し
た際に先端部が引っ張り可能に突出する程度をいう。
【００２４】
　粉体投与器Ｂは、ケース21と、前記吸口20とを備えている。
【００２５】
　ケース21は、本体21a と蓋体21b とで内部に収納室Ｒを画成するとともに、該収納室Ｒ
と外部とを連通する通気路ｐを備えている。本体21a は、仕切壁22の後面下部より後方へ
延設した下端開放の箱型をなしており、頂面の中央部に球面状の嵌合凹部23を凹設し、そ
の後方に四角形状の係止凹部24を凹設している。更に一側面には係止突起25を突設してい
る。
【００２６】
　蓋体21b は中空箱型をなすとともに、本体21a の側面上部にヒンジ26を介して側面下部
を回動可能に連結して本体21a の上面を開閉可能に設けており、ヒンジ26の反対側には、
内面に係合突起27を突設した係合板を突設し、前記係合突起27を前記係止突起25と係脱可
能に係合させて閉蓋状態を維持する如く構成している。また、下面の前端縁中央部から後
方へ平面視半楕円形状の凹部28を凹設し、該凹部28とその下方の嵌合凹部23を含むケース
本体21a 上面とで収納室Ｒを形成している。また、嵌合凹部23の後部上方に一端を開口し
て通気路ｐを設けている。この開口部分は蓋体21b 底面に設けた複数の透孔29として構成
しており、通気路ｐの他端開口部分は蓋体21b の後面に設けた透孔30として構成している
。従って、通気路ｐは透孔30から蓋体21b 内を通り透孔29を介して外部と収納室Ｒとを連
通させている。
【００２７】
　吸口20は前記仕切壁22の前面より前方へ突設した筒状をなし、その基端部を収納室Ｒ内
と連通させている。図示例では仕切壁22に複数の透孔31を設けて連通させている。また、
吸口20内中央部に軸線に沿う拡散棒32を設けている。この拡散棒32は前後方向中央部の左
右にそれぞれ山型の突部32a を突設して、粉体の流れを拡散する如く構成している。
【００２８】
　本件発明の粉体用容器Ａをこの吸引式の粉体投与器Ｂに使用する場合について説明する
と、まず、粉体投与器Ｂの蓋体21b をあけて粉体用容器Ａを装着する。粉体用容器Ａは、
帯板部10a を折り返した状態でその収納皿部２を本体21a の嵌合凹部23に挿入或いは嵌合
させるとともに、係合凸部4aを係止凹部24に嵌合させて設置する。次いで蓋体21b を閉じ
、その係合突起27を係止突起25に係合させる。この際帯板部10a の先端部はケース21外方
に突設している。次に、ケース21から突出した部分の帯板部10a を引っ張ると、固着部分
が剥離して蓋板10が基板３から剥がれ、取り除くことができ、その際収納皿部２の上端開
口部が開放される。尚、蓋板10はフィルム或いはシート等で形成された薄肉のものである
ため、本体21a と蓋体21b との間に隙間がなくても引き出すことは可能であるが、必要で
あれば、蓋板10を通す小間隙を本体21a 及び／又は蓋体21b を凹ますことにより形成して
も良い。次いで、吸口20を口に含んで吸い込めば、外気が通気路ｐを通り収納室Ｒ内に導
入されるとともに、収納室Ｒ内の粉体を各透孔31を介して吸口20内を通り、吸引すること
ができる。使用後は蓋体21b を開いて残った基板３を取り除く。
【００２９】
　図６は他の実施形態を示すもので、本例に於ける粉体用容器Ａは、その係止部４の形態
が相違するものであり、基板３の前方に係止部４としての一対の係合孔4bを穿設している
。その他の構成は基本的に図１の例と同様である。具体的には、後述する粉体投与器の本
体21a 頂面に当接載置される大きさの矩形状の基板３を備え、基板３の中央部には半球状
の収納皿部２を凹設している。蓋板10は、基板３より横幅が短い縦長矩形状をなしており
、収納皿部２の開口部を閉塞して基板３上面の左右方向中央部に、先端部を残して剥離可
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能に固着させている。また、蓋板10の先端部に折り返し可能に帯板部10a を延設している
。
【００３０】
　本例の粉体用容器Ａを使用する粉体投与器Ｂの一例として、図７及び図８に示す如き粉
体投与器Ｂが挙げられる。この場合は粉体用容器Ａを、その蓋板10が下方を向く如く収納
室Ｒ内に収納係止させている。本例に於けるケース21も本体21a と蓋体21b とからなり、
本体21a は、仕切壁22の裏面下部より後方へ突設した中空箱型で、頂面の中央部には平面
視四角形状の粉体溜まり用の凹部33を凹設し、その前部には粉体溜まり用の凹部33と連設
して粉体溜まり用の凹部33より浅い平面視台形状の連結凹部34を設けており、この連結凹
部34と粉体溜まり用の凹部33及び蓋体21b 内部とで収納室Ｒを構成している。また、収納
室Ｒは仕切壁22に設けた多数の透孔31を介して吸口20内と連通させている。また、粉体溜
まり用の凹部33の後壁部分には通気路ｐの一端を透孔29として開口しており、この通気路
ｐは各凹部の下方を通り、本体下面先端部に透孔30として他端を開口している。この場合
の本体21a は頂面を形成する部分を別部材で構成している。
【００３１】
　蓋体21b はヒンジ26を介して開閉可能に本体21a に連結しており、前面及び下面を開放
した箱型をなしており、頂壁の中央部には粉体用容器Ａの底部が嵌合する上方へ突設する
凹み35を設けており、その前部の頂壁裏面からは一対の係止筒36を垂設している。また、
吸口20は図４の例と同様に仕切壁22の前面より前方へ突設している。
【００３２】
　本例の粉体用容器Ａを使用して吸引式の粉体投与器Ｂを利用する場合について説明する
と、まず、粉体投与器Ｂの蓋体21b をあけて粉体用容器Ａを装着する。粉体用容器Ａは、
例えば、帯板部10a を折り返した状態で、各係合孔4bを蓋体21b の係止筒36の先端部に嵌
合し、その底部を前記凹み35に位置させて蓋体21b に装着した後蓋体21b を閉じることに
より、蓋板10を下方を向けた状態で装着する。この際、収納皿部２の下方に粉体溜まり用
の凹部33が位置する。次に、ケース21から突出した帯板部10a を引っ張ると、固着部分が
剥離して蓋板10が基板３から剥がれ、取り除くことができ、その際収納皿部２内の粉体が
粉体溜まり用の凹部33内に落下する。次いで、吸口20を口に含んで吸い込めば、外気が通
気路ｐを通り収納室Ｒ内に導入されるとともに、収納室Ｒ内の粉体を各透孔31及び吸口20
を介して吸引することができる。
【００３３】
　図９は更に他の実施形態を示すもので、本例に於ける粉体用容器Ａは、その係止部４の
形態が相違するものであり、基板３の先端部両側に係止部４としての一対の係合突片4cを
突設している。その他の構成は基本的に図１の例と同様である。この場合に対応する粉体
投与器としては、例えば、図１の粉体投与器Ｂの本体21a 両側に各係合突部4aが摺動嵌合
可能な一対の凹溝を設けて、その先端部分を堅嵌め状態となる如く小縦幅に形成して粉体
用容器Ａを係止固定する等が挙げられる。
【００３４】
　図10は更に他の実施形態を示すもので、基板３を積層構造で形成した例を示す。図示例
では、基板３を表面層3a及び下面層3bの二層で構成しており、表面層3aは縦方向の長さを
下面層3bより短く形成して下面層3bの先端部が露出する如く積層されている。また、蓋板
10を表面層3a上に固着する如く構成している。更に係合部４として係合凸部4aを採用して
いる。この場合には表面層3aに表面円滑性の樹脂を採用したり、或いは蓋板10との剥離性
の良い材質を選ぶ等の樹脂の選択を行える。尚、この積層構造は他の係合部４の形態にも
採用できる。
【００３５】
　図11及び図12は更に他の実施形態を示すもので、粉体投与器に装着する際に挟持させて
蓋板10を剥離させるための挟持部ｅを、蓋板10の先端部に延設した例である。この場合の
粉体用容器Ａは、基板３に凹設した収納皿部２の開口部を閉塞して剥離可能に蓋板10を固
着し、また、先端部には後述する粉体投与器の蓋体と係止板との間に起立状態で挟持させ
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る挟持部ｅを設けている。図示例に於いて挟持部ｅは、蓋板10の先端部より延設した蓋板
延長部10b と、該蓋板延長部10b 裏面に固着した保護板部７とで構成している。また、保
護板部７は基板40と薄肉の破断部８で連結している。破断部８の形態は薄肉に限らず細棒
状の連結形態であっても、ミシン目形態であっても良く、また、破断部を設けずに独立し
た保護板部を設けても良い。基板３は縦長矩形状をなし、中央部に半球状の収納皿部２を
凹設している。また、蓋板10は収納皿部２の開口部を閉塞して基板３上面に剥離可能に固
着させており、蓋板10先端より延設した蓋板延長部10b の下面には略同形状の保護板部７
を固着している。尚、挟持部ｅは、前記した保護板部を設けたものに限らず、単に蓋板延
長部10b のみで構成しても良く、或いは、蓋板延長部部分を肉厚に形成したものであって
も良い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００３６】
　本例の粉体用容器Ａを使用する粉体投与器Ｂの一例として、図13乃至図16に示す如き粉
体投与器Ｂが挙げられる。
【００３７】
　ケース21は、本体21a 及び該本体21a 上面を開閉可能に設けた蓋体21b とで内部に収納
室Ｒを画成するとともに、該収納室と外部とを連通する通気路ｐを備えている。また、本
体21a は蓋体21b の後方へ延設するとともに、その頂板をスライド可能に形成し、更に、
本体21a 上面を開閉可能な係止板を蓋体21b と併設している。図示例に於いて本体21a は
、仕切壁22の後面下部より後方へ突設するとともに、底壁の両側よりそれぞれ側壁を立設
した形態の半管状の支持壁部40と、該支持壁部上端開口部を閉塞してスライド可能に嵌合
させた頂板41とで構成している。頂板41はその周縁部から下方へ垂壁部42を垂設し、後縁
の垂壁部は指掛け部43として下方へより長く垂設している。また、垂壁部42の両側先端部
に摺動突起44を突設し、該摺動突起44を前記支持壁部40内面両側に凹設した案内溝45に摺
動可能に嵌合させている。また、頂板41の前部には球面状の嵌合凹部23を凹設している。
更に、一側面に所定間隔離れて形成した一対の凹部内にそれぞれ蓋体用の第１係止突起46
及び係止板用の第２係止突起47を突設している。
【００３８】
　蓋体21b は中空箱型をなし、本体21a の側面上部に第１ヒンジ48を介して側面下部を回
動可能に連結して本体21a の上面を開閉可能に設けており、第１ヒンジ48の反対側には、
内面に第１係合突起49を突設した係合板を垂設し、該第１係合突起49を前記第１係止突起
46と係脱可能に係合させて閉蓋状態を維持する如く構成している。また、下面の前端縁中
央部から後方へ平面視半楕円形状の凹部28を凹設し、該凹部28とその下方の前記嵌合凹部
23を含む本体21a 上面とで収納室Ｒを形成している。また、嵌合凹部23の後部上方に一端
を開口して通気路ｐを設けている。この開口部分は蓋体21b の前記凹部28の後壁面に設け
た複数の透孔29として構成しており、通気路ｐの他端開口部分は蓋体21b の後面に設けた
透孔30として構成している。従って通気路ｐは透孔30から蓋体21b 内を通り透孔29を介し
て、外部と収納室Ｒとを連通させている。尚、蓋体21b は下面を形成する部分を別部材で
構成している。
【００３９】
　係止板21c は蓋体21b の後方の本体21a の側面上部に第２ヒンジ50を介して側面下部を
回動可能に連結して本体21a の上面を開閉可能に設けており、第２ヒンジ50の反対側には
、内面に第２係合突起51を突設した係合板を垂設し、該第２係合突起51を前記第２係止突
起47と係脱可能に係合させて係止状態を維持する如く構成している。係止板21c と蓋体21
b との間は粉体用容器Ａの端部を挟持できる程度の隙間を設けている。
【００４０】
　吸口20は前記仕切壁22の前面より前方へ突設した筒状をなし、その基端部を収納室Ｒ内
と連通させている。図示例では仕切壁22に複数の透孔31を設けて収納室Ｒ内と連通させて
いる。



(7) JP 4656397 B2 2011.3.23

10

20

30

【００４１】
　上記の如く構成した吸引式の粉体投与器Ｂを使用する場合について説明すると、まず、
図14に示す如く、粉体投与器Ｂの蓋体21b を閉じ、係止板21c を開いた状態で頂板41を後
方所定位置まで引き出し、嵌合凹部23に収納皿部２を挿入或いは嵌合させるとともに、挟
持部ｅを起立させて蓋体21b 後面に当接させて粉体用容器Ａを装着する。次いで図15に示
す如く、係止板21c を閉じてその第２係合突起51を第２係止突起47に係合させるとともに
、蓋体21b 後面と係止板21c 前面とで挟持部ｅを挟持固定する。次に、図16に示す如く、
頂板41を押し込んで蓋板10と頂板41前部とで収納室Ｒを画成する。この際粉体用容器Ａの
蓋板10は挟持部ｅが固定されているため頂板41の押し込みに伴って破断部８が切断される
とともに、順次基板３から剥がれて最終的に収納皿部２の開口部を開放する。蓋板10の後
端部は剥がれずにそのまま基板３上に固着状態にあり、また、剥がれた部分は固着部分の
上に折り返した状態で残存する。次いで、吸口20を口に含んで吸い込めば、外気が通気路
ｐを通り収納室Ｒ内に導入されるとともに、収納室Ｒ内の粉体を各透孔31及び吸口20内を
介して吸引することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明粉体用容器の縦断面図である。（実施例１）
【図２】本発明粉体用容器の斜視図である。（実施例１）
【図３】本発明粉体用容器の斜視図である。（実施例１）
【図４】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着する際の斜視図である。（実施例１）
【図５】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着した際の縦断面図である。（実施例１）
【図６】本発明粉体用容器の斜視図である。（実施例２）
【図７】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着する際の平面図である。（実施例２）
【図８】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着した際の縦断面図である。（実施例２）
【図９】本発明粉体用容器の斜視図である。（実施例３）
【図１０】本発明粉体用容器の斜視図である。（実施例４）
【図１１】本発明粉体用容器の斜視図である。（実施例５）
【図１２】本発明粉体用容器の縦断面図である。（実施例５）
【図１３】本発明粉体用容器を使用する粉体投与器の斜視図である。（実施例５）
【図１４】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着する際の斜視図である。（実施例５）
【図１５】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着する際の斜視図である。（実施例５）
【図１６】本発明粉体用容器を粉体投与器に装着した際の斜視図である。（実施例５）
【符号の説明】
【００４３】
　２…収納皿部，３…基板，４…係合部，4a…係合凸部，4b…係合孔，10…蓋板，
　10a …帯板部，24…係止凹部，36…係止筒，Ａ…粉体用容器，
　Ｂ…吸引式の粉体投与器，Ｒ…収納室，ｐ…挟持部
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